
加えて，都市化一地球環境・地球規模での格差の解消など、世界規模  
の問題を共に解決していくことにも貢献する。  

認も推進し、日本の′建設業のアジア展開を後押しする。また、アジアに  
おけるこれらの分野のビジネス拡大につながる途上国産業人材の育成を  

官民が協力して進めていく。これら■により日本も輸出や投資を通じて相  

畢的に成長するという好循環を作り出す。また、日本の「安全・安心」  

の製品の輸出を促進するとともに、インフラ・プロジェクトの契約・管  

理・運営／ウハウの強化に取り組む。これらの取組は、アジアを起点に  

広く世界に展開していく。   

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト1モノ■カ  

ネの流れ倍増）   

同時に、日本国内においても、アジアを中心に世界とのヒトモノ、・  
カネの流れの障壁をできるだけ除去することが必要である。ヒト・モノ・  

カネの日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、その流れの  

阻害要因となっている規制を大胆に見直すなど、‘日本としても重点的な  

国内改革も積極的に進める。具体的には、羽田の24時間国際拠点空港化  

やオープン・スカイ構想の推進、ポスト・パナマックス船対応の国際コ  

ンテナ㌧バルク戦略港湾の整備等により、外国人観光客やビジネスマン  

等のヒトの流れやモノの流れを作り出す。また、外国人学生の受入れ拡  

大、研究者や専門性を必要とする職種の海外人材が働きやすい国内体制  

の整備を行うほか、貿易関連手続の一層の円滑化を図るとともに、海外  

進出した企業が現地であげた収益を国内に戻しやすくする。加えて、金  

融や運輸等のサービス分野の国際競争力を強化し、その流れの円滑化を  

図る。さらには、アジアや世界との大学」科学・技術、文化、スポーツ、  

青少年等の交流■協力を促進しつつ、国際由に活躍できる人材の育成を  

進める。   

（「アジア所得倍増」を通じた成長機会の拡大）   

これらを通じて、アジアの一員としてアジア全体の活力ある発鹿を促  

し、アジア市場における取引活動を拡大させ、一アジアの所得倍増に貢献  

することでアジア市場と一体化しつつ、月本の大きな成長機会を創出す  

る。拡大したアジア市場に対して、日本のコンテ′ンツ、デザイン、ファ  
ッション、料理、伝統文化、メディア芸術等め「クリエイティブ産業」  
を対外発信し、日本のブランドカの向上や外交力の強化につなげるとと  

もに、著作権等の侵害対策についても国際的に協調して取り組む。  
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「4ノ緻光丘ノ野・彪威浮世准戯ノ好  

γ鹿光躇の鹿lぎ～  

御車ぎ軍のβ釘  
『訪日外国人を2020年初めまでに2．500万人、将来的には3．000万人。  

2．500万人による経済波及効果約10兆円、新規定用56万人』  

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）   

我が国は、自然、文化遺産、 

おり、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は  

雪を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーま  

で日本の文化面に関心を痔ち、朝の築地市場など生活文化への関心も高  

くなっている。このように、日本を訪れる外国人の間では′、国によって  

訪れる場所や楽しむ内容に大きな相違があるが、その多様性を受け入れ  

るだけの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコ  

ツーリズム、グリーンツーリズムニ産業観光など観光資源が豊富にあり、  

外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供する  

ことができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、  

人口減少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内  

外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活  

用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。   

（訪日外国人を2020年初めまでに2．500万人に）   

急速に麿済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に  

満ちてし＼る。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約100  

万人、日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340万人（いずれ  

も2008年ベース）と大きな開きがある。人口増加や経済成長のスピード  

を考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大き  

な課題である。今後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの  

訪白外国人の増加に向けて、訪日観光査証め取得容易化、魅力ある観光  
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く緑の、分権改革等）   

それぞれの地域資源を最大限活用する仕組みを地方公共団体と住民、  

NPO等の協働■連携により創り上げ、分散自立型・他産地消型としていく  

ことにより、地域の自給力と創富力を高める地域主権聖社牟の棉黛を図  

る「緑の分権改革」′を推進し、地域からの成長の道筋を示すモデルを構  

築する。   

また、地域のことは地域に住む住民が決める、活気に満ちた地域社会  

をつくるための「地域主権」改革を断行する。 

（定住自立国構想の推進等）   

都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進めるため、  

圏域ごとに生活機能等を確保し、地方圏における定住の受け皿を形成す  

る定住自立圏構想を推進する。また、離島・過疎地域等の条件不利地域  

の自立■活性化の支援を着実に進める。   

高速道路の無料化により、地域間のと・卜・モノの移動コストの低減が  

実現されれば、地域産品の需要地への進出拡大、地域の観光産業の活性  

化、地方への企業進出等の経済効果が期待される。   

（大都市の再生）   

大都市は、これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきた  

が、ソウル、シンガポール、上海、天津等の他のアジア都市は国を挙げ  

て競争力向上のための取組を推進しており、国としての国際的、広域的  

視点を踏まえた都市戦略がなければ、少子高齢化もあいまって東京でさ  

え活力が失われ、国の成長の足を引っ張ることになりかねない。   

このため、成長の足がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、  

港湾、道路等の真に必要なインフラの重点投資と魅力向上のための拠点  

整備を戦略的に進め、世界、アジアのヒト・モノの交流の拠点を 

必要がある。この整備に当たっては、厳しい財政事情の中で、特区制度、  

PFl、PPP専の積極的な活用により、民間の知恵と資金を積極的に活用す  

る。   

（社会資本ストックの戦略的維持管理等）   

我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50年以上  

経過した橋梁は8％、トンネルは18％であるが、20年後には橋梁は51％、  
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地づくり、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国人  

を2020年初めまでに2．500万人、将来的には3，000万人まで伸ばす。ま  

た、観光立国にとって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合わ 

せて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。   

（休暇取得の分散化等）   

国内旅行は約20兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中し  

ているため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウイークや年末年始の  

一定期間に集中する結果、提在化しない内需が多いと言われている。こ  

のため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度（仮称）」一の検  

討や国際競争力の高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要  

の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育て、  

新しい雇用と需要を生み出す。  

～彪鹿家；好の一着眉仁よる柳眉二生、ノ成長の牽釘蔚とLrの相好  

の屠生～  

〟脚辛吉でのβ痛打  

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』  

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的圭点投資』  

（地域疎策の方向転換）   

この10年間、大都市への人口集中が進む一方で、地方の中心市街地は  

シャッター通りと化し、・地域経済の地盤沈下が著しい。このような地方  

都市の状況は結果として国全体の成長のマイナス要因となってきた。地  

方都市が空洞化した背景には、これまでの国の地域振興策が、「選択と集  
中」の視点に欠け、ハコモノ偏重で、地方の個性を伸ばし自立を促して  

こなかったことに他ならない。一方で、地方にはその土地固有の歴史と  

文化▲芸術がある。例えば、フランスで最も住みやすい街として知られ  

るナント市が、かつての産業・エ美都市から歴史遺産の「文化」と「芸  

縮」により都市の再生を果たしたように、これからの国の地域振興策は、  

NPO等の「新しい公共」との連携の下で、特区制度等の活用により、地方  

の「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策に転換しなければならない。  
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（森林■林業の再生）   

戦後植林した人工林資源を持続可能な形で本格的に利用するため、国  

産材利用の環境面での効用に対する痙解を深めていくととも 

整備、森林管理の専門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材を始  
めとした国産材の利用の拡大、木質バイオマスとしての活用等を柱とし  

て、森林・林業の再生を図り、一木材自給率を50％以上に向上させること  

を目指す。   

（検疫協議や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）   

日本ゐ農林水産物t食品の輸出の拡大に向け．、特に潜在需要が高いと  

見込まれる品目・地域を中心に検疫協議や販売ルートの開拓に注力し、  

現在の2．2倍の1兆円水準を目指す。   

（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

「食」は我が国成長の基盤ともいうべき最も重要なテーマの一つであ  

る。安全・安心・健康で豊かな食生活を守るための方策やそれを支える  
農山漁村の在 

費者・生産者も含め広く産官学横断的に検討する場を設け、「食」に関す  

る将来ピジョンを早急に策定する。   

～ス′ックき痩の庄甜への虎雄～  

トンネルは47％に急増すると言われており、農業用水利施設は500箇所  

前後の施設が毎年更新時期を迎えることになり、今後は、国・他方の財  
政状況の逼迫等により、社会資本スト・シクが更新できなくなるおそれが  

ある。このように高度経済成長期に集中投資した年会資本ストックが今  

後急速に老朽化することを踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維  

持管理を進め、国民の安全・安心の確保の観点からリスク管理を徹底す  

ることが必要である。さらに、社会資本ストックについては、厳しい財  

政事情の中で、維持管理のみならず新設も効果的・効率的に進めるため、  
PFI、PPPの積極的な活用を図る。   

磯野の甜此～  

招甜阜釘閥鳳卿  

『食料自給率50％』、『木材自給率50％以上』  

『よ林水産物・食品の輸出額を2．2倍の1兆円』（2017年まで）  

（課題が山積する農林水産分野）   

農林水産分野については、食の安全・安心確保、食料自給率の低下、  

農林水産業者の高齢化・後継者難、低収益性等、将来に向けての貢果題lま  

山積しているものの」我が国の「食」の目 

まらず、消費者、生産者ともに不安に陥っているのが現状である。   

（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）   

こうした不安を解消し†農山漁村の潜在力が十分に発揮されるよう、  

「戸別所得補償制度」の導入など意欲ある農林漁業者が安心して事業を  

継続できる環境整備を行い、農林水産業を再生し、食料自給率を50％に  

向上させることを目指す。   

今後、自然資源、伝統、文化、芸術などそれぞれの地域が有するいわ  

ば「地域資源」と融合しつつ技術開発を進あ、成長への潜在力の発揮卑  

び需要喚起に結びつけていく。また、農山漁村に広く賦存するバイオマ  
ス資源の利活用を更に促進する。   

また、いわゆる6次産業化（生産一加エ・流通の一体化等）や農商工  

連携、縦割り聖規制の見直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在  

需要を発掘し、新たな産業を創出していく。  

β玖相手吏ぞのβ射  

『中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増』  

『耐震性が不十分な住宅割合を5％に』  

（住宅投資の活性化）   

住宅投資の効果は、住宅関連産業が多岐にわたり、家具などの耐久消  

費財への消費などそ 

するためには、今後とも住宅投資の促進は重要な課題である。   

このため、1，400兆円の個人金融資産め活用など住宅投資の拡大に向け  

た資金循環の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による  

省エネ住宅の普及など質の高い住宅の供給の拡大を図る。   

（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）  
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また、「住宅を作っては壊す」社会から「良いものを作って、きちんと  

手入れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1，00D兆円の住宅・土  

地等実物資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり  

利用できる長期優良住宅の建設、適切な維持管理、流埠に至るシステム  

を構築するとともに、消費者が安心して適切なリフォームを行える市琴  

環境の整備を図る二．ま七、急増する高齢者向けの生活支援サービス、・医  

療・福祉サービスと一体となった住宅の供給を拡大すると 

ース干－ゲージの拡充■活用促進などによる高齢者の資産の有効利用を  

図る。さらに、地域材等を利用した住宅・建築物の供給促進を図る。   

これらを通じて、2020年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場  

の規模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。   

（住宅・建築物の耐震改修の促進）   

現在、我が国の既存住宅ストック約4．950万戸のうち、約21％に当た  

る1．050万戸が耐震性不十分と言われている。2036年までに70％の確率  

で首都直下地震が起こると言われており、阪神一淡路大震災の被害を考  

えれば、尊い人命が住宅等の全壊■半壊による危機にさらされているの  

が現状である。   

このため、住宅等の耐震化を徹底することにより、2020年までに耐震  

性が不十分な住宅の割合を亭％に下げ、安全・安心な住宅ストックの形  

成を図る。  

～（知慮ノと†人材ノの磨ふ力点属・β本～  

（科学1技術力による成長力の強化）   

人類を人類たらしめたのは科学t技術の進歩に他ならない。地球温暖  

化、感染症対策、防災などの人類共通の課題を抱える中、未来に向けて  

世界の繁栄を切り拓くのも科学t技術である。  

我が国は、世界有数の科学・技術力、そして国民の教育水準の高さに  

よって高度成長を成し遂げた。しかし、世界第二の経済大国になるとと  

もに、科学・技術への期待と尊敬は薄れ、更なる高みを目指した人材育  

成と研究機関改革を怠ってきた。我が国は、今改めて、優れた人材を育  

成し、研究環境改善と産業化推進の取組を一体として進めることにより、  

イノベーションとソフトパワ「を持続的に生み出し、成長の源となる新  

たな技術及び産業のフロンティアを開拓していかなければならない。   

（研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

このため、大学・公的研究機関改革を加速して、若者が希望を持って  

科学の道を選べるように、自立的研究環境と多様なキャリアパスを整備  

し、また、研究資金、研究支援体制、生活条件などを含め、世界中から  
優れた研究者を惹きつける魅力的な環境を用意する。基礎研究の振興と  

宇宙・海洋分野など新フロンティアの開拓を進めるとともに、シーズ研  

究から産業化に至る円滑な資金1支援の供給や実証試験を容易にする規  

制の合理的見直しなど、イノベーション創出のための制度・規制改革と  

知的財産の適切な保護・活用を行う。科学・技術力を核とするベンチャ  

ー創出や、産学連携なと大学・研究機関における研究成果を地域の活性  

化につなげる取組を進める。   

科学暮技術は、未来への先行投資として極めて重要であることから■、  

2020年度ま七に、官民合わせた研究開発投資をGDP比の4％以上にする。  

他国の追従を許さない先端的研究醜発とイノベーションを強力かつ効率  

的に推進していくため、科学・技術政策推進体制を抜本的に見直す。ま  

た、国際共同研究の推進や途上国への科学・技術協力など、科学・技術  

外交を推準する。  

これらの取組を総合的に実施することにより、2D2日年までに、世界を  

リードするグリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）やラ  
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成長声質えるプラツケフォーム  

「5ノ禅学一彦好■仔願題居滋眉域瑠  

錐β牟斉でのβ農J  

『世界をリードするグリーン・イノベーションとぅイフ・イノベーション』、  

『独自の分野で世界トップに立つ大学■研究機関の歎の増』、『理工系博士課  

程♯了者の完全雇用を達成』、『中小企業の知財活用の促進』、『情報通信技術の  

活用による国民生活の利便性の向上、生産コストの低減』、『官民合わせた研究  

開発投資をGDP比4％以上』 
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「∂ノ雇用・人槻啓  イフ・イノベーション（医療・′介護分野革新）等を推進し、独自の分野  

で世界トップに立つ大学・研究機関の数を増やすとともに、理工系博士  

課程修了者め完全雇用を達成することを目指す。また、中小企業の知財  

活用を促進する。   

～Jr丘ノ冒■β本～   

（情報通信技術は新たなイノベーションを生む基盤）   

情報通信技術は、距離や時間を超越して、ヒト、モノ、カネ、情報を  

結びつける。未来の成長に向け、「コンクリートの道」から「光の道」へ  

と発想を車云換し、情報通信技術が国民生活や経済活動の全般に組み込ま  

れることにより、経済社会システムが抜本的に効率化し、新たなイノベ  

ーションを生み出す基盤となる。   

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化）   

我が国の情報通信技術は、その技術水準やインフラ整備の面では世界  

最高レベルに達しているが、その利活用は先進諸外国に遅れを取？てお  

り．、潜在的な効果が実現されていない。   

個人情報保護、セキュリティ強化などの対策を進めて国民の安心を確  

保しつつ、情報通信技術を使いこなせる人材の育成などを強化して情報・  

通信技術の利活用を徹底的に進め、国民生活の利便性の向上、情報通信  

技術に係る分野の生産性の伸び三倍踏、生産ゴストの低減による国際競  

争力の強化、新産業の創出に結びつける。行政の効率化を図るため、各  

種の行政手続の電子化■ワンストップ化を進めるとともた、住民票コー  

ドとの連携による各種番号の整備†利用に向けた検討を加速する。子ど  

も同士が教え合い、学び舎う「協働教育」の実現など、教育現場や医療 
現場などにおける情報通信技術の利活用によるサービスの質の改善や利  

便性の向上を全国民が享受できるようにするため、光などのブロードバ  

ンドサービスの利用を更に進める。加えて、温室効果ガス排出量の削減、  

事業活動の効率化、海外との取引拡大、チャレンジドの就労推進等の観  

点からも情報通信技術の利活用を推進する。あわせて、情報通信技術利 

活用を促進するための規制・制度の見直しを行う。  

一切煮ノと（居備扉ノのある厚■β本～  

β玖卯牟君ぞの 

『20－64歳の就業率80％、15歳以上の就業率57％』、『20・－34歳の就業  

率77％』、『若者フリーター致124万人、地域若者琳－－トスナション手業による  

ニートの進路決定者致10万人』、『25歳一朝読までゐ女性就業率73％、  

第1子出産前後の女性の継続就業率55％、男性の育児休業取得率13％』、  

『60歳叫銅歳までの就業率63％』J『陣がい者の実雇用率1．8％、国にお  

ける陣がい者就労施設等への発注拡大8億円』、甘ジョブ■カード取得者  

300万人、大学のルトンシ叩■実施率100％、大学への社会人入学者数9万人、  

専修学校での社会人受入れ総数15万人、自己啓発を行っているの労働者  

の司令：正社員70％、非正社鼻50％、公共職業訓練受講者の就蹴率：施  

設内80％、委託65％』、『年次有給休暇取得率70％、過労働時間60時間  

以上の雇用者の割合5割減』、『ホ噂賃金引上げ：全国最低800円、全国平  

一均1000円』、『労働災害発生件数3割減、メンタルヘルスに関する捨置を  

受けられる職場の割合100％、受動喫煙の無い職場の実現』   

これらの目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、労使のリーダ  

「、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。また、これらの目標値は、「新成長  

戦略」において、「2020年度までの平均で、名目3％、実質2％を上回る成長」等と  

していることを前提。  

（雇用が内需拡大と成長力を支えるう   

内需を中心とする「需要創造型経済」は、雇用によって支えられる。  

国民は、安心して働き、能力を発揮する「雇用」の場が与えられること  

によって、所得を得て消費を拡大することが可能となる。雇用の確保な  
くして、冷え切った個人消費が拡大し、需要不足が解消することはあり  

得ない。   

また、「雇用・人材戦略」は、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、  

「成長力」を支える役割を果たす。少子高齢化による「労働力人口の減  

少」は、我が国の潜在的な成長エンジンの出力を弱めるおそれがある。  

そのため、出生率回復を目指す「少子化対策」の推進が不可欠であるが一、  

それが労働力人口増加に結びつくまでには20年以上かかる。したがって、  

今すぐ我が国が注力しなければならないのは、若者1女性・■高齢者など  
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や社会起業家など「社会的企業」、が主導する「地域社会雇用創造」を推  

進する。 

また、雇用の安定・箕の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成  

長の基盤でありこ雇用の質の向上が、企業の競争力弓削ヒt成長へとつな  

がりこその果実の適正な分配が国内消費の拡大、次の経済成長へとつな  

がる。そこで、「ディーセント・ワーク（人間らしい働きがいのある仕  

事）」の実現に向けて、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等■均衡待  

遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワークーライ  

フ㌧バランスの実現（年次有給休暇の取得促進、労働時間短絡、育児休  

業等の取得促進）に取り組む。  

潜在的な能力を有する人々の労働市場への参加を促進し、しかも社会全  

体で職業能力開尭等の人材育成を行う「雇用一人材戦略」の推進である。   

く国民参加と「新しい公共」の支援）   

国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加  

できる社会（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高めていくこと  

に基本を置く。   

羊のため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人  

口の減少を跳ね返す。すなわち、若者■女性・高齢者・障がい者の就業  

率向上のためゐ政策目標を設定し、そのために、就労阻害要因となって  

いる制度・慣行の是正、保育サービスなど就労環境の整備等に2年間で  

集中的に取り組む。   

また、官だけでなく、市民、NPO、企果などが積極的に公共的な財・サ  

ービスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉など  

の身近な分野において、共助の精神で活動する「折しい公共」を支援す  

る。   

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）   

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とょもに、  
失業をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身につけ  

るチャンスに変える社会を構築することが、成長力を支えることとなる。  

このため、「第ニセーフティネット」の整備（求職者支援制度の創設等）  

や雇用保険制度の機能強化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、  

社会全体に通ずる職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジ  

ョブ・力qド制度」を「日本眼NVO（NationaJ 

へと発展させていく。  

※NVQは、英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力   

評価制度。訓練や仕事の実績を客観的に評価し、再就職やキヰリアア  

ップにつなげる役割を果たしている。   

（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現）   

国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用  

の「量的拡大」を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした  

雇用創造を推進する。また、「新しい公共」の担い手育成の鱒点から、NPO  

32   

～子どるの臓ふカる屠・β本－  

〟玖卯年芽ぞのβ腐打  

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継  

続的上昇を通じ、人口の急激な減少傾向に歯止め』  
『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』 

『出産・子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復特』  

『国際的な学習到達度調査で常に世界トップレベルの順位へ』  

（子どもは成長の源泉〉   

我々は周りの人々の笑顔を我が歓びと感じ、幸せを実感することによ  

り，生きていく力を与えられる。子どもの笑顔が、家族の笑旗に広がり、  

地域や職場での笑顔に広がる。社会が笑顔であふれることが、日本が活  

力を取り戻し、再び成長に向かうための必要条件である。我々は、将来  

の成長の担い手である子どもたちを、社会全備で育てていかなければな  

らない。   

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）   

70年代後半以降、出生率が低下傾向に車云じ、深刻な少子化が顕在した  

90年代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度t規制改革に  
おいて抜本的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかってし、な  

い。2005年には日本の総人口は減少に車云じ、現在の出生率の見通しのま  

までは2050年の人口は9．500万人と推計される。将来にわたって、良質  

、β3   



また、高等教育においては、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国  

際化、大学院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職業教育  
の推進など、進学の機会拡大と高等教育の充実のたゆの取組を進め、未  

来に挑戦する心を持って国際的に活躍できる人材を育成する。   

さらと、教育に対する需要を作り出し、これを成長分野としていくた  

め、外国人学生の積極的受入れとともに、民間の教育サービスの健全な  

発展を図る。  

な労働力を生み出し、日本の活力を維持するために、今こそ大きな政策  

転換が求められる。   

このため、子ども手当の支給や高校の実質無償化を実行に移し、すべ  

ての子どもたちの成長を支える必要がある。また、子育て世代は、消費  

性向が高く、これら甲支援は消費拡大・需要創造の面からも効果が高い  

上、子ども関連産業の成長にも高い効果をもたらす。  

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を実現することは、女性 

が働き続ける羊とを可能にするのみならず、女性の能力を発揮する機会  

を飛躍的に増加させ、新たな労働力を生み出すとともに、出生率の継続  

的上昇にもつながり、急激な人口減少に対する中長期的不安を取り除く  

ことになる。・また、子どもの安全を守り、安心して暮らせる社会環境を  

整備する。   

このため、鱒保⊥体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的  

な改革、各種制度■規制の見直〔による多様な事業主体の参入促進、放  

課後児童クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化  

と量的拡大を図り、2020年までた速やかに就学前一就学期の潜在需要も  

含めた待機児童問題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾  

力化（育児期の短時間勤務の活用等）、育児休業取得先進企業への優遇策  

などにより、出産・育児後の復職・再就職の支援を充実させ、少なくと  

も、2017年には、出産・育児後に働くことを希望するすべての人が仕事  

に復帰することができるようにする。   

（質の高い教育による厚い人材層）   

成長の原動力として何より重要なことは、国民全員に質の高い教育を  

受ける機会を保障し、傾々な分野において厚みのある人材層を形成する  
ことである。すべての子どもが希望する教育を受け、人生の基盤となる  

力を蓄えるとともに、将来の日本、世界を支える人材となるよう育てて  

いく。   

このため、初等・ 

用を含めた地域での教育支援体制の強化等による教育の質の向上ととも  

に、高校の実質無償化により、社会全体のサポートの下、すべての子ど  

もが後期中等教育を受けられるようにする。その結果、国際的な学習到  
達度調査において日本が世界トップレベルの順位となることを目指す。  
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「7ノ金腐戯ノ野  

妙手芳ぞのβ叙  
『官民総動員による成長マネーの供給』  

『企業のグロー／くルなプレゼンス向上』  

『アジアのメインマーケット・メインプレーヤーと■しての地位の確立』  

『国民が豊かさを享受できるような国民金融資産の運用拡大』   

成長戟鱒における金融の役割は、①実体経済、企業のバックアップ役  

としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産業として痙済をリ  

ードすることである。2020年までの期間において、これら2つの役割を  

十分に果たしうる金融を実現し、実体経済と金融との新たな「椚n一肌n」  

の関係を目指す。 

そのために、大企業、中堅企業、中小企業、個人事業者、海外での本  

邦企業活動、国内プロジ耳ウト、海外プロジェクトなど、投融資や支援  

対象甲カテゴリー・特性に適した成長資金が供給できる金融産業を梓簗  

する。長期的な視点で、イノベーション重視の経営をサポートできるよ  
うに、「金融システムの進化」▼を目指す。   

また、金屑虫自身も成長産業として発展できるよう、市場や取引所の整  

備、・金融法制の改革等を進め、ユーザーにとって信根できる利便性の高  

い金融産業を構築することによって、金融市場と金融産業の国際競争力  

を高める。   

具体的には、ユーロ市場と比肩する市場を我が国に実現す 

ロ向けの社債発行・流通市場を警備するとともに、外国企業等による我  

が国での資金調達を促進するための英文開示の範囲拡大等を実施する。  
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㍑1世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プ白ジェクト》  あわせて、中堅・中小企業に係る会計基準・内部統制報告制度等の見直  

し、四半期報告の大幅簡素化など、所要の改革を2010年中に行う。また、  

国民金融資産を成長分野や地域に活用するための方策として、民間金融  

機関の積極的な取組を促す。さらに、政府系金融機関・財政投融資等の  
活用やファンドスヰームの活用一検討など、官民総動員による対応を進  

める。   

これらの取組を含め、アジアを中心とした新興国が牽引する世界経済  

の成長に、我が国がアジアの金融センターと、七て大いに関与しつつ、国  

民の金融資産の運用を可能とする「新金融立国」を目指し、2010年中か  

ら速やかに具体的なアクションを起こす。  

（21の国家戦略プロジェクトの選定）   

「新成長戟略」においては、各戦略分野での成果を確実なものとする  

ため、規制の緩和や府省の壁を乗り越えた推進体制を構築するとともに、  

成長を支えるプラ、シトフォームに「金融戦略」を加え、7つの戦略分野  

における有効な施策を選定している。そのうち、経済成長に特に貢献度  
が高いと考えられる21の施策を、国家戦略プロジェクトとし、これをブ  

レークスルーとして、各分野の攻略を強力に進めることにする。   

21の国家戦略プロジェクトは、第2章にある経済成長に大きな貢献が  

期待される分野から、政策の優先jl剛立の判断基準に照らして選定する。  
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られる」まちづくりのもとで、「事業性、他の都市への波及効果」を十分  

に勘案し、スマートグリッド、再生可能エネルギー、次世代自動車を組  

み合わせた都市のエネルギーマネジメントシステム申構築、事業再編や  

関連産業ゐ育成、再生可能エネルギーの総合的な利用拡大等の施策を、  

環境モデル都市等から厳選された戦略的都市t地域に集中投入する。   

このための新法を整備する（環境未来都市整備促進法（仮称））。関係  

府省は、次世代社会システム、設備補助等関連予算を集中し、規制改革、  
税制のグリーン化等の制度改革を含め徹底的な支援を行う。また、都市  
全体を輸出パッケージとして、アジア諸国との政府間提携を進める。  

磨みを磨かす成長分野   

′．グリーン■イノベーションにガ〝る脚好プロジュク′  

グリーン■イノベーションを成長の原動力として位置づけ、制度設計、  

規制改革、税制のグリーン化、事業性評価などによる総合的な政策パッ  
ケージにより、将来ぺの投資とする事業を行い、我が国のトップレベル  

の環境技術一製品・サービスを普及させ、環境・エネルギー大国を目指  

す．  

3，森林・林業再生プラン   1．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギ「■急拡大   

森林所有者をサポートするシステムを構築した上で、施薬の集約化、路網  

の計画的な整備、林業機械の導入を一体的に進め、スケールメリウトによる林  

業経営を可能とする。   

森林計画制度については、行政が策定する計画を現場に分かりやすく、使  

いやすいものにするとともに、森林経営者が策定する「森林経営計画（仮称）」  

を創設し、施業の集約化や路網の整備を認定要件とする。また、「日本型フォ  

レスター」、「森林施業プランナー」、「技能者」の資格制度卑びこれらの人材育  

成のための仕組みを整備する。   

さらに、無秩序な伐採を防止し、持続的な森林経営を確保する観点から、  

伐採面積の上限の設定や伐採後の確実な更新を確保する仕組みの導入等、  

伐採・更新ル⊥ルを抜本的に見直す。   

あわせて、林野関係予算を「選択と集中」の観点から抜本的に見直し、努力  

する者が報われるものとし、新たに「森林管理・環境保全直接支払制度（仮  

称）」を導入する。   

これにより、今後10年以内に外材に対抗できる国内林業の基盤を確立す  

るとともに、木材の需要拡大を図り、木材自給率50％以上を見込む。  

再生可能エネルギーの普及拡大のため、買取対象をこれまでの太陽光  

発電から風力、中小水力、地熱、バイオマス発電に拡大、全量買取方式  

の固定価格買敢制度の導入を軸とする、以下の政策／くッケージを導入す  

る。   

第一に、スマートグリッド導入、系統運用ルール策定、系統連系量の  

拡大施策等を通じて電力システムの高度化を図る。第二に、風力発電■  

地熱発電立地のゾーニングを行い、建設を迅速化する。また、公有水面  

の利用促進、漁業協同組合との連携等による洋上風力開発の推進等への  

道を開く。第三に、グロー／〈ルな新産業ベンチャー育成、リスクマネー  

補完、地域の事業・便益に繋がるファイナンスの仕組みを強化する。第四  

に、木質バイオマスの熱利用、空気熟利用、地中熟・太陽熟の温水利用  

等の普及を推進する。   

これにより、2020年までに再生可能エネルギー関連市場10兆円を目指  

す。  

2．「環境未来都市」構想   

未来に向けた技術、仕組み、サービス、、まちづくりで世界トップクラ  

スの成功事例を生み出し、国内外への普及展開を図る「環境未来都市」  

を創設す皐。具体的には、内外に誇れるイ緑豊かな、人の温もり 
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∬∴ライフ■イノベーションにかナる脚彪プロジュク′  

今後、飛躍的な成長が望まれる医薬品・医療機器・再生医療等のライ  
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これらの取組を推進することで、2020年には日本の高度医療及び健診  

に対するアジアトップ水準の評価■地位の獲得を目指す。  
フサイエン、ス分野において、我が国の技術力・創造力を発経できる仕組  

みづくりに重点に置いたプロジェクトに取り組む。また、医療分野での  

日本の「安心」技術を世界に発信し、提供する。  

フエLンティアの願による成長   

皿 アジア風葬酢ニガ〝る脚好プロジェクト  

近年のアジア諸国の目覚しい発展は、我が国に大きなビジネス機会を  

与えている。そうしたビジネス機会を活かすため、日本の特色である「安  

全■安心」の技術力や多様な文化力を強化－し、アジアヘの展開を図ると  

ともに、日本の特色を支える人材育成にも注力する。  

4．医療の実用化促進のための医療機関の選定制度等  

がんや認知症などの重点疾患ごとに、専門的医療機関を中心としたコ  

ンソーシアムを形成し、研究費や人材を重点的に投入するほか、先進医  

療に対する規制緩和を図ることにより、国民を守る新医療の実用化を促  

進する。   

また 

いて、先進医療の評価■確認手続を簡素化する。   

これにより、必要な患者に対し世界標準の国内未承認又は適応外の医  

薬品・医療機器を保険外併用にて提供することで、難治療疾患と闘う患  

者により多くの治療の選択肢を提供し、そのような患者にとってのドラ  

ッグ1ラグ、デバイス・ラグを解消する。   

新たな医薬品・医療機器の創出、再生医療市場の顕在化などにより、  

2020年までに年間約7，DOO億円の経済効果が期待される。  

6．／iッケージ型インフラ海外展開   

N  

．】ゝ．  アジアを中心とする旺盛なインフラ需要に応えるため、「ワンボイス■  

ワンパッケージ」でインフラ分野の民間企業の取組を支援する枠組みを  

整備する。具体的には、国家横断的かつ政治主導で機動的な判断を行う  

ため、内閣総理大臣を委員長（国家戦略担当大臣を委員長代理）とし、  

官民合同の委員からなる「国家戦略プロジェクト委員会（仮称）」を設置  

する。同委員会で堰、国として重点的に推進するプロジェクトに対し二  

我が国経済への波及効果・インパクト等を判断し、パッケージ化の対応  

も含めた省庁間の政策調整や調査審議を行う。また、「インフラプロジェ  

クト専門官（仮称）」を重点国を中心に在外公館内に指名する等、在外公  

館の拠点性を強化する。さらに、適切なファイナンス機能の確保や展開  

の基盤整備支援を含む関係政府機関の機能・取組を強化する。特に、パ  

ッケージ型インフラ海外展開推進会議（※）の瞳討を踏亭え、先進国向け  

投資金融においても、国際協力銀行くJB王C）が民間と連携して支援でき  

る分野を拡充する。国際協力機構（JICA）の海外投融資については、既  

存の金融機関では対応できない、開発効果の高い案件に対応するため、  

過去の実施案件の成功例・失敗例等を十分研究■評価し、リスク審査・  

管理体制を構築した上で、再開を図る。国際協力銀行（JBIC）の在り方  

についても、機動性、専門性承び対外交渉力を強化する観点から検討す  
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5．国際医療交流（外国人患者の受入れ）   

アジア等で急増する医療ニーズに対し、最先端の機器による診断やが  

ん・心疾患等の治療、滞在型の慢性疾患管理など日本の医療の強みを提  

供しながら、国際交流と更なる高度化につなげる。そのため、いわゆる  

、「医療滞在ビザ」を設置し、査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回  

数、期限等を弾力化するほか、外国人医師・看護師による国内診療を可  

能とするなどの規制緩和を行う。   

また、外国人患者の受入れに資する医療機関の認証制度の創設や、医  

療機関ネットワークを構築することで、円滑な外国人患者の受入れを図  

るとともに、海外プロモーショ‘ンや医療言語人材の育成などの受入れ推  

進体制を整備するほか、アジア諸国などの医療櫛関等との連携に対する  

支援を行う。  
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外国人学生・日本人学生の垣根を越えた協働教育をはじめとする高等教  

育の国際化を支援するほか、外国大学との単位相互認定の拡大や、外国  

人教職員・外国人学生の戦略的受入れの促進、外国人学生の日系企業へ  

の就職支援等を進める。ニ方、日本人学生等の留学・研修人の支援等海  
外経験を増やすための取組についても強化する。   

さらに、優秀な海外人材を我が国に引き寄せるため、欧米やアジアの  

丁部で導入されている「ポイント制」を導入し、職歴や実績等に優れた  

外国人に対し、出入国管理制度上の優遇措置を講じる仕組みを導入する。  

また、現行の基準では学歴や職歴等で要件が満たせず、就業可能な在留  

資格が付与されない専門・技術人材についても、ポイント制を活用する  

ことなどにより入国管理上の要件を見直し、我が国の労働市場や産業、  

国民生活に与える影響等を勘案しつつ、海外人材受入れ制度を検討し、  

結論を得る。   

これらの施策を通じ、海外人材の我が国における集積を拡大すること  

により、在留高度外国人材の倍増を目指す。また、我が国から海外への  

日本人学生等の留学・研修等の交流を30万人、質の高い外国人学生の受  

入れを30万人にすることを目指す。   

あわせて、海外の現地人材の育成も官民が協力して進める。 

る。また、自治体の水道局等の公益事業体の海外展開策を策定暮推進す  

る。   

これらの体制・制度を整備し、官民連携して海外展開を推進すること  

により、2020年までに、19．7兆円の市場規模を目指す。   

（※）国家戦略室を中心に、関係省庁間セ、パッケージ型インフラの展開を推進するための  

官民連携した取組について検討する会議。  

7．法人実効税率引下げとアジア拠点化の推進等   

日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促進のため、法  

人実効税率を主要国並みに引き下げる。その際、租税特別措置などあら  

ゆる税制措置を抜本的に見直し、課税ベースの拡大を含め財源確保に留  

意し、雇用の確保及び企業の立地環境め改善が緊急の課題であることも  

踏まえ、税率を段階的に引き下げる。   

また、日本を「アジア拠点」と←て復活させるため、高度人材等雇用  
への貢献度等と連動したアジア本社・研究蘭発拠点等の誘致・集積を促  

す税制措置を含むインセンテイ．ブ制度について、2011年度からの実施を  

目指して検討する。   

加えて、日本の事業環境の魅力を向上させるための 
の流れを円滑化する制度改革等を盛り込んだ「アジア拠点隼・知日直接  

投資促進プログラム（仮称）」を2010年末を首途に策定する。あわせて、  

輸出貨物に係るいわゆる「保税搬入原則」の見直し等を含む、貿易関連  

手続の一層の円滑化を行う。   

こ叫こより、日本に立地する企業の競争力を向上させ、雇用増につな  
げる。また、高付加価値型外資企業の立地促進等により外資企業による  
雇用倍増を実現し、対内直痩投資を倍増させる。  

9．知的財産・標準化戦略とク⊥ル・ジャパンの海外展開   

日本の強みを成長につなげる取組を強化する。   

知的財産の積極的な取得t活用、特定戦痕分野の国際標準獲得に向け  
たロードマップの策定、今後創設される「科学・技術－イ′ノベーション  

戦略本部（仮称）」（総合科学技術会議の改組、知的財産戦略本部の見直  

し）の活用を進める。   

また、 

化■観光、音楽などの「クール・ジャパン」は、その潜在力が成長に結  

びついておらず、今後はこれらのソフトパワーを活用し、その魅力と一  
体となっ 

このため、海外の番組枠の買取り、デジタル配信の強化、海外のコン  

テンツ流通規制の緩和■撤廃、海賊版の防止、番組の権利処理の迅速化  

とともに、民間を中心としたチームによるクール‘ジャパン関連産業や  
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8．グローバル人材の育成と高度人材等の受入れ拡大   

我が国の教育機関一企業を、積極的に海外との交流を求め、又は国内  

のグローバル化に対応する人材を生み出す場とするため、外国碍教育や  
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入して、埋蔵需要の掘り起こしを図る。  地域産品の売込みと海外ビジネス展開支援、人材育成の強化、海外クリ  

エイター誘致のための在留資格要件の緩和等を行う。   

これらの施策を通じ、戦略分野における日本の国際競争力を強化する  

とともに、アジアにおけるコンテンツ収入1兆円を実現する。  

11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等   

地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」  

の観点を最大限活かす「総合特区制度」を創設する。具体的には、①我  

が国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性を持ちうる大都市  

等の特定地域を対象とする「国際戦略総合特区（仮称）」を設け、我が国  

経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進するため、  

必要な規制の特例措置及び税制■財政・金融上の支援措置等を総合的に  

盛り込む。その際、法人税等の措置についても検討を行う。また、②全  

国で展開する「地域活性化総合特区（仮称）」では、・地域の知恵とエ夫を  

最大限活かす規制の特例措置及び税制■財政・金融上の支援措置等、「新  

しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じる。   

これら総合特区制度の創設により、拠点形成による国際競争力等の向  

上、地域資源を最大限活用した地域力の向上が期待される。   

また、アジア・世界からのヒトモノ・カネの流れ倍増を目指し、羽  

田の「24晴間国際拠点空港化」、首都圏空港を含めた徹底したオープンス  

カイを進めるとともに、港湾の「選択と集中」を進め、民間の知恵と資  

金を活用した港湾経営の実現等を図る。  

10．．アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を通じた経済連携戦略   

アジア諸国を含めた主要国・地域との経済連携の進め方などの検討を  

行い、2010年秋までに「包括的経済連携に関する基本方針」を策定する。   

上記基本方針を踏まえて、国内産業との共生を目指しつつ、関税など  

の貿易上の措置や非関税措置（投資規制、国際的な人の移動に関する制  

限等を含む）の見直しなど、質の高い経済連携を加速するとともに、国  

内制度改革等を一体的に推進する。   

特に、「東アジア共同体構想」の具体化の一環として、2010年にÅPEC  

（アジア太平洋経済協力）をホストする機会を通じて、アジア太平洋を  

広く包含するFTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）の構築のためのあり得べ  

き道筋を探求するに当たって強いリーダーシップを発揮する。   

また、EPAに基づく看護師t介護福祉士候補者の受入れを確かなものと  

していくことを通じ、我が国の病院・介護施設において就労する外国人  

が増え、医療・介護の技術や知識を海外に広めることにより、看護・介  

護サービスの質・量が充実し二潜在的な看護・介護サービス需要が喚起  

されることが期待される。   

これらにより、アジアにおける「ヒト1モノ・カネの流れ倍増」に大  

きく貢献し、、貿易促進、外資系企業による日本への立地促進、人材の集  

積を図る。  

12．「訪日外国人3．000万人プログラム」と「休暇取得の分散イヒ」   

本年7月1日から、中国人訪日観光の査証取得要件の緩和、申請受付  

公館の拡大など、査証の取得容易化を実現し、同時に「選択と集中」に  

よる効果的なプロモーションの実施や、医療など成長分野と連携した観  

光の促進、通訳案内士以外にも有償ガイドを認め卓など受入体制の充実  

等に取り組むことで、訪日中国人旅行者数の不幅な増加を図り、2020年  

初ゆまでに訪日外国人2，500万人、将来的には3，000万人の達成に向け  

た取組を進める。   

また、・ピーク時に依存した需要構造を平準化し、混雑等のために顕在  

化していない需要を掘り起こすため、地域ブロック別に分散して大型連  

休を取得する取組など「休暇取得の分散化」を実施する。このための祝  
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J『餌・脚焙仁おげ右脚プロジェクト  

公共事業費減少の中、「財政に練らない成長」を大原則とした上で、  

これまでの再配分政策であった地域振興策からの脱却を図り、成長の足  

かせとなってきた各種規制の緩和やルールの変更を大胆に進め、、「選択  

と集中」の観点と「民間の知恵と資金」を積極的に活用した仕組みを導  
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資金導入の乍めの制度整備、地方公共団体への支援体制の充実など、PFI  

制度の拡充を2011年に行う。 

これにより、PF一事業規模について、2020年までの11年間で、少なく  

とも約10兆円以上（民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関す  

る法律施行から2009年未までの11年間の事業規模累計約4．7兆円の2  

倍以上）の拡大を目指す。   

（※）．公共施設の所有権を民間に移転し寧いまま、民間事業者に対して、インフラ等の  

事業権（事業運営・開発に関する権利）を長期間にわた 

日法の改正について検討を進め、十分な周知一準備期間を設けた上で、  

早ければ平成24年庭中の実現を目指す。あわせて、年次有給休暇の一層  

の取得促進を図る。   

2020年初めまでに訪日外国人2．500万人達成により、経済波及効果10  

兆円、新規雇用56万人が見込まれ、休暇取得の分散化により需要創出効  

果約1兆円が見込まれる。  

13．中古住宅・t」フォーム市場の倍増等   

内需の要である住宅投資の活性化を促す。具体的には、これまでの新  

築重視の住宅政策からストック重視の住宅政策への転換を促進するため、  

建物検査・．保証、住宅履歴情報の普及促進等の市場環境整備・規制改革、  

老朽化マンションの再生等を盛り込んだ中古・リフオ 

めのトータルプランを策定する。   

また、省エネ・耐震・バリアフリー、長期優良住宅等の質の高い新築  

住宅の普及促進を図るため、住宅エコポイント等に加え、住宅等のネッ  
トゼロ■エネルギー化に向けた新たな省エネ基準を東定する。さらに、  

建垂基準法の見直しやリバースモーゲージの活用促進を図る。これによ  

り、新たな成長産業としての住宅市場の活性化を図るとともに、「二地域  

居住」など生活の質の向上を実摩する新たなライフスタイルの変革を促  

す。   

これにより、中古住宅流通市場・リフォーム市場を20兆円まで倍増を  

図るとともに、ネットゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とす  

ることを目指す。  

成長多朗石プラツ′・フォーム   

y㌧村≠■鮒・脚にお〝鱒硝好プロクェク′   

革が国の最大の強みである科学・技術・情報通信分野で、・今後も世界  

をリードする。新しい知の創造とイノベーショシ創出を両輪として制度  

改革や基盤整備に果断に取り組むとともに、科学・埠術人材の育成を進  

め、彼らが活躍する道を社会に広げていく。政策推進体制の抜本的強化  
のため、総合科学技術会音義を改組し、「科学・技術一イノベーション戦略  

本部（仮称）」を創設する。  

15．「リーディング大学院」構想等による国際競争力弓削ヒと人材育成   

拠点形成と集中投資により、我が国の房究開発・人材育成における国  

牒競争力を強イヒする。すなわち、我が国が強みを持つ学問分野を結集し  

た 

ーとなる博士人材を国際ネットワークの中で養成する。最先端研究施  

設・設備や支援体制等の環境整備により国内外から優秀な研究者を引き  

付けて国際頭脳循環の核となる研究拠点ヰ、つくばナノテクアリーナ等  

世界的な産学官集中連携拠点窄形成する。また、「国立研究開発機関（仮  

称）」制度の検討を進める。   

大学・大学院の瞳系カリキュラム改善を産学官連携で推進し、「特別  
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14．公共施設の民間開放と民間資金活用事業の推進   

国、地方ともに財政状況が極めて厳しい中、必要な社会資本整備や既  

存施設の維持管理■更新需要に最大限民間で対応していく必要がある。  

そのため、PFI静j度にコンセッション方式（※）を導入し、既存の法制度  

（いわゆる公物管理法）の特例を設けることにより公物管理権の民間へ  

の部分開放を進める。あわせて、公務員の民間への些向の円滑化、民間  
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そのため、政府の関与する研究開発投資を第4期科学技術基本計画に沿  

って拡充することとし、効果的、効率的な技術開発を促進するための規  

制改革や支援体制の見直し、官民連携の強化、民間研究開発投資への税  

制優遇措置など研究開発投資の促進に向けた各種施策を検討・実施する。   

これらの施策を進めるに当たり、国民の理解を得られるよう、科学・  

技術予算編成プロセスの抜本的改革などのシステム改革を進める。すな  

わち、科学・技術政策の総合司令塔である「科学・二技術・イノベーショ  

シ戦略本部／（仮称）」．の下、府省横断の科学・技術重要施策アクションプ  

ランの実施により、予算の「選択と集中」を強化し、重複の排除や透明  

性の向上を徹底する。また、基礎研究力の向上と研究のデスバレーの克  

服やオープン・イノベーションの実現に向けた科学・技術・イノベーシ  

ョンシステムを構築する。  

奨励研究員事業（仮称）」の創設を含む若手研究者支援制度の再構築や  

大学等におけるテニュアトラック制（※）の普及により優秀な若手研究者  

の自立的研究環境を整備する。また、研究開発独法を活用した取組等に  

より、産業を担う研究開発人材や研究マネジメント人材等を育成する。   

これらの取組により、特定分野で世界トップ50に入る研究1教育拠点  

を100以上構築し、イノベーション創出環境を整備する上ともに、博士  

課程修了者の完全雇用と社会での活用を実現する。   

（※）若手研究者が、厳格な審査を経てより安定的な職を得る前に、任期付きの雇用  

形態で自立した研究者としての経験を積むことができる仕組み  

16．情報通信技術の利活用の促進   

我が国は情報通信技術の技術水準やインフラ整備では世界最高レベル  

に達しているが、その利活用は先進諸国に比べ遅れ、国際競争力低下の  

一国ともなっている。特に、今後のサービス産業の生産性向上には、情  

報準信技術の利活用による業務プロセスの改革が不可欠である。自治体  

クラウドなどを推進すると・ともに、週7日24時間ワンストップで利用で  

きる電子行政を実現し、国民■企業の手間（コスト）を軽減するととも  

に、医療、介護、教育など専門性の高い分野での徹底した利活用による  

生産性の向上に取り 

確保することとした上で、社会保障や税の番号制度の検討と整合性を図  

りつつ、国民ID制度の導入を検討するこまた、高度情報通信ネットワー  

ク社会推進戟略本部（汀戦略本部）を中心に、情報通信技術の利活用を  

阻害する制度・規制等の徹底的な洗い出し等を実施する。あわせて、「光  

の道」構想（2015年頃を目途にすべての世帯でブロードバンドサ「ビス  

を利用）の実現を目標とし、速やかに必要な具体的措置を確定した上で、  

所要の法案等を提出する。  

打 点暦一人ガガガ仁おげる卿プロジェクト  

我が国は、「人づくり」を社会全体で再構築すべき時期に直面している′。  

急激な少子高齢化の中での成長を実現するため」就学前の子どもから社  

会に出て様々な経験を積んだ後中大人まで、生涯を通じた能力・スキル向  

上の機会を社会全体で提供する。  

18．幼保一体化等   

すべての子どもたちに質の高い幼児教育と保育を保障することが「人づく  

り」の起点として必要であり、このため、幼保一体化を含む制度改革と環境整  

備に全力で取り組む。   

具体的には、幼稚園教育要領と保育所保育指針を統合した「こども指針  

（仮称）」の策定、幼稚園・保育所の垣根を取り払い（「保育に欠ける要件」の  

撤廃等）、新たな指針に基づき、幼児教育と保育をともに提供する「こども園  

（仮称）」に一体化、実施体制の一元化を行うとともに、指定制度の導入、利用  

者が自ら選択する事業者と契約する利用者補助方式への転換、イこども園（仮  

称）」について価格制度を一本化等により多様な事業主体の参入促進による  

様々な子どもの事情に応じた嘩広しサービス提供を行う。  
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匹聯溺   

2020年度までに官民合わせた研究関琴投資をGDP比の4％以上にする。  
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国民が支える公共の構築に向けた取組を着実に実施・推進する。また、  

新しい成長及び幸福度について調査研究を推進する。   

官が独占していた領域を「公」に開き、ともに支え合う仕組みを構築  

するこ七を通じ、「新しい公共」 

国民生活選好度調査」による）から約5割に拡大する。   

取掛かナる脚プロジュクト  

成長戦略における金融の役割は、（D実体経済、企業のバックアップ役  

としてそのサポートを行うこと、②金融自身が成長産革として経済をリ  

ードすることである。2020年までの期間において、ノ 

十分に果たしうる金融を実現し、実体経済と金融との新たな「mn一肌n」  

の静係を目指す。  

2017年には待機児童が解消し、保護者の就労形態等によらず、すべて  

の子どもた質のよい成育環境が整備されることが期待される。  

19．「キャリア段位」制度とパーソナル・サポート制度の導入   

時代の要請に合った人材を育成■確保するため、実践的な職業能力育  

成1評価を推進する「実践キャリアーアップ制度」では、介護、保育、  
農林水産、環境一エネルギー、観光など新たな成長分転を中心に、英国  

の職業能力評価制度（NVQ：NationalVocationaE Qualification）を参  

考とし、ジョブ・カード制度などの既存のツ「ルを活用した『キャリア  

段位』を導入・普及する（日本版N〉Qの創設）。あわせて、育成プログラ  

ムでは、企業内OJT・を重視するほか、若者や母子家庭の母親など、まと  

まった時間が取れない人やリカレント教育向けの「学習ユニット積上げ  

方式」甲活用や、実践キャリア・アップ制度と専門学校・大学等との連  

携による学習しやすい効果的なプログラムの構築を図る。   

同時に、失業をリスクに終わらせず、新たなチャンスに変えるための  

「セーフティネットワーク」の実現を目指し、奉期失業などで生活上の  

困難に直面している人々を個別的・継続的■制度横断的に支える「パー  

ソナル・サポート」を導入するほか、就労i自立を支える「居住セーフ  

ティネット」を整備する。  

21．総合的な取引所（言正券1金敵・商品）の創設を推進   

「新金融立国」に向けた施策として、証券一金融、商品を扱う取引所  

が別々に設立・運営されているという現状に鑑み、2013年度までに、こ  

の垣根を取り払い、全てを横断的 

的な取引所創設を図る制度・施策の可能な限りの早期実施を行う。   

総合的な取引所においては、市場としての機能を再生・発展させるた  

め、投資家・利用者の利便性を第一の仕組みとし、「国を聞き」、世界か  

ら資本を呼び込む市場を作り上げるための具体的な対応をできるだけ速  

やかに実行することにより、・アジアの資金を集め、アジアに投資するア  

ジアの一大金融センターとして「新金融立国」を目指す。  

20．新しい公共   

イ新しい公共」が目指すのは、一人ひと・りに居場所と出番があり、人  

に役立つ幸せを大切にする社会である。そこでは、国民の多様なニーズ  

にきめ細かく応えるサービスを、市民、企業、NPO等がムダのない形で提  

供することで、活琴な経済活動が展開され、その果実が社会や生活に還  

元される。「新しい公共」を通じて、このような新い、成長を可能にする。  

政府は、大胆な制度改革や仕組みの見直し等を通じ、これまで官が独占  

してきた領域を「公（おおやけ）」に開く。このため、「「新しい公共」円  

卓会議」や「社牟卵責任に関する円卓会議」の提案等を踏まえ、市民公  

益税制の具体的制度設計やNPO等を支え 
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